
【機密性２情報】 

 

資格停止措置について 

 

 

１．資格停止措置業者   

株式会社ジェイアール東日本企画 

 

２．資格停止措置の期間 

令和７年 12月 26日から令和８年９月 25日まで 

 

３．資格停止措置の理由 

令和６年度決算検査報告において、株式会社ジェイアール東日本企画が虚偽の業務日

誌を作成して、実際には補助事業の業務に全く従事していない者を従事したこととする

などして、環境省を含む 8 省庁 83 件受託事業で 19 億 9500 万円にのぼる人件費を過大

請求していたことは、「独立行政法人環境再生保全機構における競争契約参加停止の措置

に関する達」別表第 15号（その他）に該当する。 

 


